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加州員
認　印 ⑩

調　　　　　　　　甫　（決定）

事　件　び）　表　示 骨相５年（オ）第　１　８　８珍

決　　　定　　　目 兪　和　５　年　３　月　２　２　日

裁　　　判　　　所 鍛　高　故　判　所　第　三　小　法　廷

鉄則長裁判官

　　　裁判官

　　　裁判官

　　　銃判官

　　　裁判官

林　　　　　　　　　道　　　　晴

宇　　　　賀　　　　克　　　　組

長　　　　瞰　　　　安　　　　政

渡　　　　追　　　　恵　理　　ｆ

今　　　　崎　　　　幸　　　　彦

当　事　者　等

上　　　　告　　　　入　高　　野　　邦　　長

波　　上　　告　　人　国

同代表者法務大臣　斎　藤　　　　健

同　指　定　代　理　人　渾　　田　　夕　　城

原判決の表示 広島高等故判所令和４年（ネ）第１ ９３呼（令和４午１１

月１　１目判決）

裁判官全員一致の意見で，次のとおり決定，

第１　主文

　１　本件ト告を棄却する。

　２　上告費用は上告人の負担とする。

第２　理由

　　　民事事件にういて最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法３１

　　２条１項又は２項所定の場合に限られ.るところ，本件上告の理由は、明らか

　　に上記各項に規定する事由に該当しない,、

　　　　　　　　背和５年３月２２目

　　　　　　　　　　　　最高裁料所第三小法廷

　　　　　　　　　　　　　　裁判所書記官　搬　厚　稚　人@



Ｍ６ﾔ00-1Z審輦蕃

これは正本である。

令和５年３月22目

址高裁判所第三小法廷

裁判所書記官　　楢　原　雅　人

最高裁21-0049?4
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